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平成２４年第１回鳴沢村議会定例会会議録 

平成２４年３月１２日、鳴沢村議会定例会は鳴沢村役場に招集され

た。 

１、応招議員 

   １番 佐 藤 博 水     ２番 小 林 昭 一 

   ３番 小 林 利 雄     ４番 渡 辺 久 男 

   ５番 渡 辺   泉     ６番 渡 邊 政 司 

   ７番 渡 邊 明 雄     ８番 小 林 茂 澄 

   ９番 田 中   稔    １０番 三 浦 利 雄 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

 応招議員に同じ。 

４、欠席議員 

 なし。 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林三郎 総務課長 渡辺千秋 

 税務課長 三浦寿得 企画課長 渡辺重夫 

 福祉保健課長 渡辺一博 住民課長 佐藤政中 

 振興課長 渡辺伸一 会計管理者 渡辺安司 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

７、会議事件 

 報告第１ 号鳴沢村第２次障害者計画の策定について 

 議案第１ 号鳴沢村公共施設修繕基金条例を定める件 

 議案第２ 号鳴沢村１００歳長寿祝金支給条例の一部を改正する 

       条例を定める件 
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 議案第３ 号鳴沢村老齢者厚生年金支給条例の一部を改正する条 

       例を定める件 

 議案第４ 号鳴沢村公共物管理条例の一部を改正する条例を定め 

       る件 

 議案第５ 号鳴沢村道路法施行条例の一部を改正する条例を定め 

       る件 

 議案第６ 号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第７ 号鳴沢村特別会計設置条例の一部を改正する条例を定 

       める件 

 議案第８ 号鳴沢村公民館条例の一部を改正する条例を定める件 

 議案第９ 号山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変 

       更及び山梨県市町村総合事務組合規約の変更につい 

       て 

 議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算（第５号） 

 議案第１１号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別会計補正予算 

       （第４号） 

 議案第１２号平成２３年度鳴沢村簡易水道事業特別会計補正予算 

       （第１号） 

 議案第１３号平成２３年度鳴沢村老人保健特別会計補正予算（第 

       ２号） 

 議案第１４号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計補正予算（第 

       ３号） 

 議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予 

       算（第２号） 

 議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予算 

 議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保険特別会計予算 

 議案第１８号平成２４年度鳴沢村簡易水道事業特別会計予算 

 議案第１９号平成２４年度鳴沢村介護保険特別会計予算 
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 議案第２０号平成２４年度鳴沢村介護予防支援事業特別会計予算 

 議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計予算 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

       村長所信表明 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  報告第１号鳴沢村第２次障害者計画の策定について 

 日程第５  議案第１号鳴沢村公共施設修繕基金条例を定める件 

 日程第６  議案第２号鳴沢村１００歳長寿祝金支給条例の一部 

       を改正する条例を定める件 

 日程第７  議案第３号鳴沢村老齢者厚生年金支給条例の一部を 

       改正する条例を定める件 

 日程第８  議案第４号鳴沢村公共物管理条例の一部を改正する 

       条例を定める件 

 日程第９  議案第５号鳴沢村道路法施行条例の一部を改正する 

       条例を定める件 

 日程第１０ 議案第６号鳴沢村税条例の一部を改正する条例を定 

       める件 

 日程第１１ 議案第７号鳴沢村特別会計設置条例の一部を改正す 

       る条例を定める件 

 日程第１２ 議案第８号鳴沢村公民館条例の一部を改正する条例 

       を定める件 

 日程第１３ 議案第９号山梨県市町村総合事務組合の共同処理す 

       る事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の 

       変更について 

 日程第１４ 議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算 

       （第５号） 
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 日程第１５ 議案第１１号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別 

       会計補正予算（第４号） 

 日程第１６ 議案第１２号平成２３年度鳴沢村簡易水道事業特別 

       会計補正予算（第１号） 

 日程第１７ 議案第１３号平成２３年度鳴沢村老人保健特別会計 

       補正予算（第２号） 

 日程第１８ 議案第１４号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計 

       補正予算（第３号） 

 日程第１９ 議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特 

       別会計補正予算（第２号） 

 日程第２０ 議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予算 

 日程第２１ 議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保険特別 

       会計予算 

 日程第２２ 議案第１８号平成２４年度鳴沢村簡易水道事業特別 

       会計予算 

 日程第２３ 議案第１９号平成２４年度鳴沢村介護保険特別会計 

       予算 

 日程第２４ 議案第２０号平成２４年度鳴沢村介護予防支援事業 

       特別会計予算 

 日程第２５ 議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者医療特 

       別会計予算 
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◎議長あいさつ 

議長（三浦利雄君） 平成２４年第１回定例会開会に先立ち、ごあ

いさつ申し上げます。 

  議員各位には大変ご苦労さまです。本定例会にはご承知のとお

り、条例改正や２３年度の補正予算、さらに平成２４年度予算

の議案が提出されております。どの定例会も大事なわけであり

ますけども、特に本定例会での新年度の審議につきましては、

各位の積極的な発言や取り組みにより、実のある定例会となり

ますようお願い申し上げます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午前１０時１６分 

議長（三浦利雄君） ただいまから、平成２４年第１回鳴沢村議会

定例会を開会いたします。 

  出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦利雄君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配

布したとおりであります。これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦利雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、

小林茂澄君、田中 稔君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦利雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  はじめに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育

委員長に対し説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布
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したとおり、説明員の委嘱、委任について通知がありましたの

でご了承願います。 

  次に、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第３項の規定

による例月現金出納検査の結果について、お手元に配布したと

おり報告がありました。 

  報告書の内容については、朗読を省略します。 

  次に、２月２８日に第５回町村議会議長会議が山梨県自治会館

において開催されました。 

  審議結果については、お手元に配布したとおりでありますので、

朗読を省略いたします。 

  次に、議員派遣については、お手元に配布したとおりでありま

す。 

  ご出席いただいた議員各位には、大変ご苦労さまでした。 

  次に、平成２３年第４回定例会において議決した議会運営委員

会の閉会中の継続調査についての報告を求めます。議会運営委

員長 渡辺久男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） 渡辺久男。 

  議会運営委員会の閉会中の継続調査について報告をさせていた

だきます。 

  平成２３年第４回定例会において、本会議の会期日程等、議会

の運営に関する事項について、継続調査を要する旨を議長に対

し申し出、１２月１５日の本会議において議決された件につい

ての報告であります。 

  ３月７日午後１時３０分より、議員控室において委員会を招集

いたしました。 

  出席者は委員５名全員と議長、議案説明のために総務課長、職

務のために議会事務局書記の出席がありました。 

  委員会で決定された事項については、次の５項目です。 
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  １、会期は本日より３月１６日までの５日間とし、配布してあ

る会期日程表のとおりとすること。 

  ２、議案等の委員会付託は、配布してある議案付託表のとおり

にすること。 

  ３、議案第１０号から議案第１５号並びに議案第１６号から議

案第２１号までを一括議題、一括採決とすること。 

  ４、一般質問通告日は、３月１２日月曜日午後５時までとする

こと。 

  ５、平成２４年２月２９日付で議長あてに提出のあった村道７

０８号線舗装整備の陳情書の取り扱いは、議員への資料配布を

行うこと。 

  以上であります。 

  なお、閉会中の継続調査申し出につきましては、本会議の会期

日程等議会の運営に関する事項について、継続調査を要するも

のと決定いたしましたので、会議規則の規定により議長に申し

出を行いました。 

  以上で、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

求めます。建設産業経済常任委員長 小林茂澄君。 

建設産業経済常任委員長（小林茂澄君） ８番 小林茂澄。 

  建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

させていただきます。 

  平成２３年第４回定例会において、所管事務の調査について、

継続調査を要する旨を議長に対し申し出、１２月１５日の本会

議において議決された件についての報告であります。 

  ２月２０日午前９時より、議員控室において委員会を招集いた
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しました。 

  委員５名全員と、会議事件説明のために振興課長、振興課職員

３名、土地改良区室長、職務のために議会事務局長と書記の出

席があり、議長にも同席していただきました。 

  招集にかかわる事件は、村内の除雪について及び村道工事施行

状況について並びに閉会中の継続調査申し出の３件です。 

  まず、村内の除雪については、担当課から業者へ再度除雪に関

する指導を行ってもらう。次に村道の工事状況については、村

道工期の延長についての説明を受け、やむを得ない延長のため、

了解しました。 

  また、閉会中の継続調査申し出については、所管事務の調査に

ついて、今後も継続調査を要するものと決定いたしましたので、

会議規則の規定により議長に申し出ました。 

  後に、その他事項として、中山間地域総合整備事業の灌漑用

水の話題が出まして、この用水の取り出し口について農家の使

い勝手がよくなるよう、今後の検討課題とすることに決まりま

した。 

  以上で、建設産業経済常任委員会の閉会中の継続調査について

の報告を終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を求めます。

広報常任委員長 渡辺 泉君。 

広報常任委員長（渡辺 泉君） ５番 渡辺 泉。 

  広報常任委員会の閉会中の継続調査について、報告させていた

だきます。 

  １月２０日、午前１０時より、議員控室において広報常任委員

会を開催いたしました。 

  委員全員と議長、職務のために議会事務局長と書記の出席があ
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りました。 

  招集に係る事件は、なるさわ議会だより第７号（案）について、

及び閉会中の継続調査申し出の件の２件です。 

  既にごらんいただいたと思いますが、議会だより第７号につい

て、レイアウト、掲載記事内容等の広報構成を協議し、先月２

月１日に全戸配布をいたしました。 

  また、閉会中の継続調査につきましては、所管事務の調査につ

いて継続調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則

の規定により議長に申し出ました。 

  以上で、広報常任委員会の閉会中の継続調査についての報告を

終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 次に、同じく第４回定例会において議決した

鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調査につ

いての報告を求めます。鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長 

渡邊明雄君。 

地下水資源保護調査特別委員長（渡邊明雄君） ７番 渡邊明雄。 

  鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続調査につ

いてご報告させていただきます。 

  閉会中に委員会は開催しておりませんが、２月１３、１４日に

行われました議会議員研修の際に、静岡県焼津市のトーカイア

クア焼津工場へ、ミネラルウォーター製造工場の視察を行いま

した。 

  このトーカイアクア焼津工場は、２００８年４月より稼動し、

ガス会社のグループ初の飲料水製造工場で、富士山麓の静岡県

朝霧高原から湧き出した地下水を工場に送ってペットボトルに

充填を行っており、１時間に１，０００本という国内 高レベ

ルの生産能力を持っておりました。さらに、このミネラルウォ

ーターを購入者の自宅まで届けるために、厳しい基準と徹底し



－１０－ 

た品質管理のもと、安全・衛生面に細心の注意を払ったプラン

ト設計及び生産管理体制をしいていたのが特長でした。 

  ここでは、製造から配送まですべてを一貫して行うことにより、

きめ細かなサービスが可能となり、多くの顧客に満足してもら

ってるという説明をいただきました。 

  この研修会終了後に、閉会中の継続調査申し出について協議し、

所管事務の調査について、継続調査を要するものと決定いたし

ましたので、会議規則の規定により議長に申し出を行っており

ます。 

  以上で、鳴沢村地下水資源保護調査特別委員会の閉会中の継続

調査についての報告を終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長所信表明 

議長（三浦利雄君） 次に、村長より所信についての発言を求めら

れておりますので、これを許可します。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優） 平成２４年鳴沢村第１回定例会に臨みまして、

所信表明の機会をいただきましてありがとうございます。ただ

いまから、今後の村政運営に際しての所信を述べさせていただ

きます。 

  先の村長選挙におきましては、多くの村民の皆様からご支持を

いただき、再び村長の重責を担わせていただくことになりまし

た。 

  ２期目におきましても、このたびの選挙を通じてちょうだいし

た村民の皆様の声に真摯に耳を傾けながら、山積している諸問

題に全身全霊を傾けて取り組み、鳴沢村発展のため邁進してま

いる覚悟でございます。 

  さて、 初に、改めましてこの場をお借りして、ちょうど１年
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と１日前、昨年３月１１日に発生した東日本大震災の犠牲者の

ご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞

いを申し上げさせていただきます。 

  この大きな災害の発生により、平成２３年は、日本の社会が変

わった年として永遠に記憶されることと思います。また、平成

２０年９月のリーマンショックに端を発した長期にわたる景気

の低迷に相まって、ここ数年は日本、また世界にとっての大き

な転換点になると思っております。 

  鳴沢村におきましても、全国的な傾向と同じくして、依然とし

て景気低迷の影響が色濃く残っております。土地価格の下落に

よる固定資産税の減収や、企業の収益低迷による法人税の減収

などにより、村税収入は予算ベースで約１，３１４万円、１．

７％の減少となっております。 

  また、少子高齢化も、鳴沢村の喫緊の課題となっております。

当村の人口は依然として微増傾向が続いているものの、この主

な要因は、別荘地及び本村集落周辺への転入等によるもので、

鳴沢及び大田和の本村集落住民の高齢化や若者人口の減少傾向

が続いております。 

  私は２期目の大きな仕事として、人口減少対策として、景気対

策に重点を置きたいと考えております。具体的には、一つ目に

「村営住宅建設の推進」、二つ目として「優良企業誘致の推

進」、三つ目として「中山間地域総合整備事業を活用した産業

の振興と地域地盤の強化」であります。 

  これらはそれぞれ独立するものではなく、生活するためには働

く場も必要であり、また働く場があれば、生活する場も必要で

あり、相互に関連する施策として考えております。 

  村営住宅建設につきましては、多額な財源が必要になるわけで

ございますが、財源計画を含め、今後その計画策定を進めてい
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きたいと考えております。 

  優良企業誘致につきましては、多くの企業が景気の低迷により

設備投資に積極的ではない現状ですが、住民の働く場の確保の

ためにも、いろいろな情報を集めて、優秀な企業の誘致を推進

していきたいと思っております。 

  中山間地域総合整備事業については、大田和地区の集落道整備、

ほ場整備が一区切りとなり、本年度は臼田和地区の集落道整備

が開始されます。これにより、優良な農地が確保でき、観光農

業の振興の一助になればと期待しております。 

  そのほかに、ゴルフ場跡地についても、多くの村民に影響する

大きな課題となっております。その問題解決には多くの困難が

ありますが、できる限り早期に解決していきたいと考えており

ます。 

  地方自治体の役割の一つとして、「地域の人材を育てる」こと

が言われております。行政課題を含め、地域の問題を解決して

いくのはあくまで「人」であり、「人を育てる」ことなしに地

域の問題は解決しません。 

  ゴルフ場跡地問題や企業誘致、さらに問題の根底にある人口減

少対策など、多くの課題を解決していくためには、人を育て、

その人が英知を結集してこそ、私が常に申し上げている「小さ

くても輝く鳴沢村」が実現できると考えております。 

  さて、ここでロードレース大会について触れさせていただきま

す。昨年１０月１６日に第２回富士・鳴沢紅葉ロードレース大

会を開催し、２，２４８名のエントリーがございました。大会

前日までの天候不良により、コースを含めた会場の状況は余り

よくなかったものの、運営全般に関して、参加者から非常によ

かったとの評価をいただいたところであり、大いに鳴沢村のア

ピールにつながったと思っております。これも、ひとえに議員
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各位をはじめとした関係者や、多くのスタッフの協力があって

こその結果であり、この場をお借りしてスタッフのご協力に感

謝を申し上げます。引き続き鳴沢村のアピールのため、本年度

についても、１０月２１日に実施を予定しております。 

  終わりに、議員の皆様にお願い申し上げます。 

  人口減少対策や景気対策など、鳴沢村の解決していかなければ

ならない課題が多々ありますが、それらを解決していくには、

議員の皆様のご協力は不可欠なものであります。多くの自治体

で議会と首長との対立があり、行政推進自体がままならない例

が見受けられます。議員も首長も、ともに選挙という民意で選

ばれておりますので、その対立構図を一概に否定することはで

きませんが、鳴沢村においては、ともに住民の皆様の声に十分

耳を傾けながら、議会、執行部ともに、地域の課題解決のため

に協力していくことが望ましい姿であり、そうありたいと考え

ております。 

  以上、重ねて、議員の皆様方のご協力を切にお願い申し上げま

して、私の所信表明とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

議長（三浦利雄君） 以上で、村長の所信表明を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 

議長（三浦利雄君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１６日までの５日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は、本日から３月１６日までの５日間と決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 報告第１号鳴沢村第２次障害者計画の策定につ 

           いて 

議長（三浦利雄君） 日程第４、報告第１号鳴沢村第２次障害者計

画の策定についてを議題といたします。 

  この件について報告を求めます。福祉保健課長。 

福祉保健課長（渡辺一博君） 報告第１号鳴沢村第２次障害者計画

の策定についてご報告いたします。 

  障害者基本法第１１条の３の規定により、市町村は、障害者の

ための施策に関する基本的な計画の策定を義務づけられ、また、

同条の８により、議会に報告することとされています。 

  計画の策定に当たりましての委員構成は、社会福祉協議会長、

議会議長、身体障害者福祉会正副会長、身体障害者相談員、知

的障害者相談員、民生児童委員会長ほか計１３名で構成され、

平成２４年３月２日に策定委員会を開催し、同日に全員賛成で

承認していただきました。 

  今回の計画は、平成２４年度から平成２９年度までの６年間の

計画で、第２次の計画となり、障害者自立支援法に基づく障害

福祉計画と併せて策定することになりました。計画の趣旨は、

少子高齢化や核家族化の進行、複雑、多様化する社会情勢等に

よる著しい変化に加え、障害のある人の増加や、障害程度の重

度化・複雑化が進む中で、国の障害者制度改革に向けた新たな

動きや、これまでの取り組みの成果等を踏まえ、新たな計画を

策定することで、障害者の自立や社会参加に向けた施策の一層

の推進を図る内容となっています。 

  計画の策定に当たり、地域における障害のある人の実情や課題、

今後の意向を把握し、意見を計画に反映させることを目的に、

身体、知的、精神の各障害のある人１４３人を対象にしたアン
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ケート調査を実施しました。 

  前回の計画からの主な変更は、啓発活動の推進、交流機会の促

進、療育機能の充実、企業等に対する障害者雇用の働きかけ、

防災体制の確立などを充実したものです。 

  以上で、報告第１号についての報告を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって報告を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  以上をもって、報告第１号の報告を終了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第１号鳴沢村公共施設修繕基金条例を定め

     る件 

議長（三浦利雄君） 日程第５、議案第１号鳴沢村公共施設修繕基

金条例を定める件についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第１号鳴沢村公共施設修繕基金条例

を定める件について、提案理由をご説明申し上げます。 

  村公共施設の多くが、その建設から長い年月が経過し、今後、

多額の修繕費が見込まれることから、それらの修繕に係る財源

に充てるため、新たに鳴沢村公共施設修繕基金を設置するもの

であります。 

  議案の２枚目をごらんください。 

  第１条設置の目的として、公用または公共用に供する施設の修

繕に係る資金に充てるため、鳴沢村公共施設修繕基金（以下

「基金」という）を設置する。 

  第２条積立てとして、基金として積み立てる額は、毎年度予算

で定める。 
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  第３条管理として、第１項、基金に属する現金は、金融機関へ

の預金その他の も確実かつ有利な方法により保管しなければ

ならない。第２項、基金に属する現金は、必要に応じ、 も確

実かつ有利な有価証券に換えることができる。 

  第４条運用収益金の処理として、基金の運用から生ずる収益は、

鳴沢村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ

るものとする。 

  第５条繰り替え運用として、村長は、財政上必要があると認め

るときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基

金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

  第６条処分として、基金は、第１条の目的以外には処分するこ

とができない。 

  第７条委任として、この条例に定めるもののほか、基金の管理

に関し必要な事項は、別に定める。 

  付則として、この条例の施行期日を公布の日からとするもので

あります。今定例会に提出しております議案第１０号平成２３

年度一般会計補正予算第５号及び議案第１６号平成２４年度一

般会計予算に計上してありますが、道の駅なるさわ及びなるさ

わ富士山博物館の施設貸付料を原資として積み立てを行い、今

後見込まれる公共施設修繕の財源とするものであります。 

  以上で、議案第１号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第２号鳴沢村１００歳長寿祝金支給条例の

     一部を改正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第６、議案第２号鳴沢村１００歳長寿祝

金支給条例の一部を改正する条例を定める件についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。福祉保健

課長。 

福祉保健課長（渡辺一博君） 議案第２号鳴沢村１００歳長寿祝金

支給条例の一部を改正する条例を定める件についてご説明申し

上げます。 

  この条例は、平成３年に施行し、多年にわたり鳴沢村に居住し

て満１００歳に達した者で、村の発展に貢献した高齢者に対し、

その長寿を祝福し、併せて敬老思想の高揚を図ることを目的に、

鳴沢村に引き続き２０年以上居住する者で、住民基本台帳法の

規定により登録されている者及び外国人登録法の規定により登

録されている者で、年齢満１００歳に達した者に祝い金を支給
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するものであります。 

  受給対象者につきましては、外国人登録法の廃止に伴う条文の

改正と、居住していない者を受給対象としないことを明確にし、

老人福祉法による老人福祉施設以外の施設入所が想定されるた

め、支給対象外の施設入所を老人福祉法の施設だけでなく、介

護保険法による施設等も対象外とするため、鳴沢村１００歳長

寿祝金支給条例の一部の改正をお願いするものであります。 

  以上で、議案第２号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第２号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７  議案第３号鳴沢村老齢者厚生年金支給条例の 
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            一部を改正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第７、議案第３号鳴沢村老齢者厚生年金

支給条例の一部を改正する条例を定める件についてを議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。福祉保健

課長。 

福祉保健課長（渡辺一博君） 議案第３号鳴沢村老齢者厚生年金支

給条例の一部を改正する条例を定める件についてご説明申し上

げます。 

  この条例は、昭和５５年に施行し、鳴沢村の発展に貢献した老

齢者に年金を支給することにより年長者を慰労し、その余生を

和楽に送らしめることを目的に、毎年９月１５日現在において

本村に居住し、かつ過去１５年以上鳴沢村に住所を有した７４

歳以上の者に老齢者厚生年金を支給するものであります。 

  １ページをごらんください。 

  受給者の資格につきまして、基準日を９月１５日となっていま

したが、支給処理が間に合わないため、９月１日に改正し、支

給年齢を７５歳からとします。 

  また、居住していない者を受給対象としないことを明確にし、

老人福祉法による老人福祉施設以外の施設入所が想定されるた

め、支給対象外の施設入所を老人福祉法の施設だけでなく、介

護保険法による施設等も対象外とするものであります。 

  年金の額につきましては、支給対象年齢が７５歳以上となるた

め、７５歳未満の区分は削除となります。 

  ２ページをごらんください。 

  第２条の改正により、別表が削除となります。 

  現行条例では、平成２４年度は７４歳以上の者に支給し、平成

２５年度以降は７５歳以上の者に支給することになっているた



－２０－ 

め、経過措置として、平成２４年度の支給につきまして、第２

条中７５歳とあるのを７４歳と読み替えて、年１万円を支給す

るものであります。 

  以上のとおり、老齢者厚生年金支給条例の一部の改正をお願い

するものであります。 

  以上で、議案第３号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８  議案第４号鳴沢村公共物管理条例の一部を改 

            正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第８、議案第４号鳴沢村公共物管理条例
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の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 議案第４号鳴沢村公共物管理条例の一部

を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  山梨県道路法施行条例が本年２月に改正され、本年４月１日よ

り施行されることに伴い、県条例に準じ、道路法の適用を受け

ない道路の使用料について、所要の改正を行う必要があるもの

でございます。 

  具体的には、本条例中、使用料等を規定している別表の改正と

なっておりますが、議案３枚目をご覧ください。 

  表中、上段より４段目の左側の柱類、１本につき１年の額とし

て、第１種電柱を５３０円から「４６０円」、第２種電柱を８

２０円から「７００円」、第３種電柱を１，１００円から「９

５０円」、第１種電話柱を４８０円から「４１０円」、第２種

電話柱を７６０円から「６５０円」、第３種電話柱を１，００

０円から「９００円」、その他の柱類を４８円から「４１円」

に。 

  共架電線その他上空に設ける線類及び地下電線その他地下に設

ける線類を、長さ１メートルにつき１年の額として、それぞれ

５円から「４円」、３円から「２円」に。 

  広告塔を、表示面積１平方メートルにつき１年の額として、１，

０００円から「９９０円」に。 

  管類を外径の区分に応じ、長さ１メートルにつき１年として、

上段から２０円から「１７円」に、２９円から「２５円」に、

４３円から「３７円」に、５７円から「４９円」に、８６円か

ら「７４円」に、１１０円から「９８円」に、２００円から

「１７０円」に、２９０円から「２５０円」に、５７０円から
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「４９０円」にそれぞれ改めるものでございます。 

  また、付則として、本条例の施行期日を本年４月１日とするも

のであります。 

  以上で、議案第４号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第４号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９  議案第５号鳴沢村道路法施行条例の一部を改 

            正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第９、議案第５号鳴沢村道路法施行条例

の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。振興課長。 
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振興課長（渡辺伸一君） 議案第５号鳴沢村道路法施行条例の一部

を改正する条例を定める件について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  村道に係る占用料は、県道に係る占用料等地域の実情を考慮し

てその額を定めているため、県道に係る占用料等が本年２月に

改正され、４月１日より施行されることに伴い、鳴沢村道路法

施行条例の改正を行う必要があるものでございます。 

  具体的には、本条例中、占用料の額を規定している別表の改正

となっております。 

  議案３枚目をご覧ください。 

  表中、法第３２条第１項第１号に掲げる工作物のうち、第１種

電柱から地下に設ける電線その他の線類までは、鳴沢村公共物

管理条例と同様の改正であります。 

  続いて表中、上から１１行目、路上に設ける変圧器を、１個に

つき１年の額として４７０円を「４００円」、地下に設ける変

圧器を占有面積１平方メートルにつき１年の額として２９０円

から「２５０円」、変圧塔その他これに類するもの及び公衆電

話所並びに郵便差出箱及び信書便差出箱を１個につき１年の額

としてそれぞれ９５０円から「８２０円」、４００円から「３

４０円」に。 

  広告塔を表示面積１平方メートルにつき１年の額として１，０

００円から「９９０円」。 

  その他を占用面積１平方メートルにつき１年の額として９５０

円から「８２０円」。 

  法第３２条第１項第２号に掲げる物件、上下水道管等でありま

すが、鳴沢村公共物管理条例と同様の改正であります。 

  法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設、占用面積１

平方メートルにつき１年の額として９５０円から「８２０円」。 
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  法第第３２条第１項第５号に掲げる施設、占用面積１平方メー

トルにつき１年の額として、地下街及び地下室の階数が２のも

のを、近傍類似の土地の時価に乗じる数値を０．００６から

「０．００７」に、上空に設ける通路を５１０円から「４９０

円」に、地下に設ける通路を３１０円から「３００円」に、そ

の他を９５０円から「８２０円」に。 

  法第３２条第１項第６号に掲げる施設、占用面積１平方メート

ルにつき１月の額として、その他を１００円から「９９円」。 

  政令第７条第１号に掲げる物件、看板、一時的に設けるものを

表示面積１平方メートルにつき１月の額として１００円から

「９９円」、その他を表示面積１平方メートルにつき１年の額

として１，０００円から「９９０円」、標識を１本につき１年

の額として７６０円から「６５０円」、旗ざおのうち、祭礼、

縁日、その他の催しに際し、一時的に設けるもの以外を１本に

つき１月の額として１００円から「９９円」、幕の内、祭礼、

縁日その他催しに際し、一時的に設けるもの以外をその面積１

平方メートルにつき１月の額として１００円から「９９円」、

アーチ１基につき１月の額として車道を横断するものを１，０

００円から「９９０円」、その他を５１０円から「４９０円」。 

  政令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる

工事用材料並びに政令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同

条第５号に掲げる施設を、占用面積１平方メートルにつき１月

の額としてそれぞれ１００円から「９９円」、９５円から「８

２円」。 

  次に、近傍類似の土地の時価に乗ずる数値の改正であります。 

  政令第７条第６号に掲げる施設並びに同条第７号に掲げる施設

及び自動車駐車場、占用面積１平方メートルにつき１年の額と

して、建築物を０．０１８から「０．０２」、その他を０．０
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１３から「０．０１４」。 

  政令第７条第８号に掲げる応急仮設建築物、占用面積１平方メ

ートルにつき１年の額として、上空、トンネルの上、または高

架の道路の路面下に設けるものを０．０１８から「０．０２」、

その他を０．０２５から「０．０２８」。 

  政令第７条第９号に掲げる器具を、占用面積１平方メートルに

つき１年の額として０．０２５から「０．２８」。 

  政令第７条第１０号及び第１１号に掲げる施設を、占用面積１

平方メートルにつき１年の額として、上空、トンネルの上、ま

たは自動車専用道路の路面下に設けるものを０．０１８から

「０．０２」、その他を０．０２５から「０．０２８」にそれ

ぞれ改めるものでございます。 

  また、付則として、本条例の施行期日を平成２４年４月１日と

するものであります。 

  以上で、議案第５号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 
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  これより、議案第５号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０  議案第６号鳴沢村税条例の一部を改正する 

             条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第１０、議案第６号鳴沢村税条例の一部

を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。税務課長。 

税務課長（三浦寿得君） 議案第６号鳴沢村税条例の一部を改正す

る条例を定める件につきまして、提案理由の説明を申し上げま

す。 

  この条例につきましては、経済社会の構造の変化に対応した税

制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する

暫定措置法の一部を改正する法律（平成２３年法律第１１５

号）並びに東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実

施する防災のための施策に必要な財源の確保に関する地方税の

臨時特例に関する法律（平成２３年法律第１１８号）が平成２

３年１２月２日に公布されたこと、また、地方税法の一部を改

正する法律（平成２３年法律第１２０号）が平成２３年１２月

１４日に公布されたことに伴い、関連する鳴沢村税条例につき

まして、所要の改正が必要になったためであります。 

  主な改正点は、第１に、村たばこ税の税率の改正であります。

平成２５年４月１日以後に売り渡し等が行われた製造たばこに

かかる村たばこ税の税率を、１，０００本につき６４４円引き

上げるものであります。また、旧三級品の紙巻きたばこの税率
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を、１，０００本につき３０５円引き上げるものであります。

この措置に伴い、県たばこ税が同額引き下げられることとなり

ました。 

  第２点目は、平成２５年から支払われる退職所得の分離課税に

かかる所得割について、その所得割の額から、その１０分の１

に相当する金額を控除する措置を廃止するものであります。 

  第３点目は、平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の

個人の村民税に限り、均等割の標準税率に５００円を加算し、

３，５００円とするものであります。 

  第４点目は、東日本大震災に係る雑損控除等の特例に関する字

句の整理であります。 

  それでは、鳴沢村税条例の改正内容についてご説明いたします。 

  １枚めくって、１ページをご覧願います。 

  条例の改正は、新旧対照方式を採用しており、左の欄が改正前、

右の欄が改正後となっております。改正部分につきましては、

それぞれアンダーラインで示しておりますのでごらん願います。 

  第９５条たばこ税の税率につきましては、４，６１８円を「５，

２６２円」と改めます。 

  付則第９条村民税の分離課税に係る所得割の額の特例等につき

ましては、削除いたします。 

  付則１６条の２たばこ税の税率の特例につきましては、第１項

中２，１９０円を「２，４９５円」と改めます。 

  付則第２２条東日本大震災に係る雑損控除等の特例につきまし

ては、第１項中「この条において」を「この項において」に、

「）については、」を、「）がある場合には、特例損失金額

（同条第３項に規定する災害関連支出がある場合には、第３項

に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。

以下この項及び次項において「損失対象金額」という。）につ
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いて」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改

め、「平成２４年度以後の年度分」の次に、「で当該損失対象

金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」を加え、「平

成２３年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改めます。ま

た、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項前段」を「前項

前段」に、「特例損失金額」を「損失対象金額」に、「この条

において」を「この項において」に、「平成２３年」を「当該

親族資産損失額が生じた年」に改め、同項を同条第２項といた

します。また、同条第４項を削り、同条第５項を同条第３項と

するものであります。 

  次に、付則に１条追加し、付則第２４条を新設し、個人の村民

税の税率の特例等を規定いたします。 

  同条第１項におきましては、平成２６年度から平成３５年度ま

での各年度分の個人の村民税に限り、均等割の標準税率に５０

０円を加算し、３，５００円とするものであります。 

  同条第２項においては、前項の規定の適用がある場合における

第３２条の規定の適用について、「前条第１項の額」とあるの

は、「前条第１項の額に５００円を加算した額」と改めるもの

であります。 

  続きまして、附則について説明いたします。４ページをごらん

ください。 

  附則第１条により、施行期日を規定いたします。 

  この条例は、公布の日から施行いたします。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであり

ます。 

  同条第１号において、附則第９条の改正規定及び次条の規定を

平成２５年１月１日から施行いたします。 

  同条第２号において、第９５条の改正規定、附則第１６条の２



－２９－ 

第１項の改正規定及び附則第３条の規定を平成２５年４月１日

から施行いたします。 

  次に、附則第２条により、村民税に関する経過措置について規

定いたします。平成２５年から退職所得の分離課税に係る所得

割について、その所得割の額からその１０分の１に相当する金

額を控除する措置を廃止しますが、平成２４年１２月３１日以

前に支払うべき退職手当等の分離課税に係る所得割については、

なお従前の例によることといたします。 

  次に、附則第３条により、村たばこ税に関する経過措置につい

て規定いたします。平成２５年４月１日から村たばこ税の税率

が引き上げられますが、平成２５年４月１日前に課税した、ま

たは課すべきであった村たばこ税については、なお従前の例に

よることといたします。 

  以上で、議案第６号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「暫時休憩」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

議長（三浦利雄君） 再開いたします。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第６号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第７号鳴沢村特別会計設置条例の一部を 

            改正する条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程１１、議案第７号鳴沢村特別会計設置条

例の一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（佐藤政中君） 議案第７号鳴沢村特別会計設置条例の一

部を改正する条例を定める件についてご説明申し上げます。 

  この条例は、特別会計事業の実施を目的に、各特別会計を設置

するための条例でございます。 

  その特別会計の老人保健特別会計での老人保健制度は、平成２

０年４月１日より後期高齢者医療制度へ移行しておりますが、

老人保健制度での医療機関における診療報酬請求に係る消滅時

効が、平成２３年３月までの３年間であったこと、消滅時効の

中断が生じている場合もあることから、平成２３年度以降の老

人保健特別会計の設置義務はありませんでしたが、継続して設
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置をしていたわけでございます。 

  しかし、今年度、当該費用の支出もなく、今後支出も見込まれ

ないことから、老人保健特別会計を廃止し、鳴沢村特別会計設

置条例の一部改正をお願いするものであります。 

  この条例は、平成２４年４月１日から施行するものです。 

  以上で、議案第７号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第７号を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第８号鳴沢村公民館条例の一部を改正す 

            る条例を定める件 

議長（三浦利雄君） 日程第１２、議案第８号鳴沢村公民館条例の
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一部を改正する条例を定める件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。教育長。 

教育長（小林三郎君） 議案第８号鳴沢村公民館条例の一部を改正

する条例を定める件につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  平成２３年８月３０日に公布された地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律による法改正により、公民館運営審議会の委員の任命基準

が条例に委任されることに伴い改正するものです。 

  改正内容は、条例中に委任の任命基準について、社会的見地か

らの適任者へ委嘱する項を加えるものです。 

  社会教育法上、公民会運営審議会は必要に応じて設置すること

ができる規定となっており、当村では公民館数が少ないため設

置されておりませんが、法改正にあわせて整備するものです。 

  以上で、議案第８号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 
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  これより議案第８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１３ 議案第９号山梨県市町村総合事務組合の共同処 

           理する事務の変更及び山梨県市町村 

           総合事務組合規約の変更について 

議長（三浦利雄君） 日程第１３、議案第９号山梨県市町村総合事

務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組

合規約の変更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（佐藤政中君） 議案第９号山梨県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合事務組合規約の

変更の件についてご説明申し上げます。 

  これは、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更

し、山梨県市町村総合事務組合規約を変更することについて、

地方自治法第２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体

との協議を行うに当たっては、地方自治法第２９０条の規定に

より議会の議決を得る必要があるためのものです。新たに組合

立一般廃棄物 終処分場の設置及び管理に関する事務が加えら

れるものです。笛吹市境川町に建設予定の一般廃棄物 終処分

場の事業主体を市町村総合事務組合が行うため、規約の一部を

改正するものです。 

  １ページをごらんください。 

  改正前の第３条中、下から４行目、３号の次に４号組合立一般

廃棄物 終処分場の設置及び管理に関する事務を加えるもので
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す。 

  この追加のため、改正前、下から２行目の、４号を５号とし、

２ページの５号から３ページの１０号までを１号ずつ繰り下げ

るものです。 

  次に３ページ１０行目の別表第２、共同処理する事務の１段目

の「第３条第１号から第３号まで」を「第３条第１号から第４

号」までに改め、２段目の「第３条第４号及び第８号」を、

「第３条第５号及び第９号」に改めるものです。 

  ４ページをごらんください。 

  ２段目の「第３条第５号、第７号及び第１０号」を、「第３条

第６号、第８号及び第１１号」に改め、３段目の「第３条第６

号」を「第３条第７号」に改めるものです。 

  ５ページをごらんください。 

  ２段目の「第３条第９号」を「第３条第１０号」に改めるもの

です。 

  この規約は、平成２４年４月１日から施行するものです。 

  以上で、議案第９号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補 

             正予算（第５号） 

◎日程第１５ 議案第１１号平成２３年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計補正予算（第４号） 

◎日程第１６ 議案第１２号平成２３年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第１７ 議案第１３号平成２３年度鳴沢村老人保健特 

             別会計補正予算（第２号） 

◎日程第１８ 議案第１４号平成２３年度鳴沢村介護保険特 

             別会計補正予算（第３号） 

◎日程第１９ 議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期高齢者 

             医療特別会計補正予算（第２ 

             号） 

議長（三浦利雄君） 日程第１４、議案第１０号平成２３年度鳴沢

村一般会計補正予算（第５号）から、日程第１９、議案第１５

号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）までの６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補
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正予算（第５号）から、議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）までの６件につきまし

て、提案理由をご説明申し上げます。 

  平成２３年度の一般会計並びに特別会計歳入歳出予算の総額に、

緊急を要するものとして、新たに総額１億４，４０２万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算総額を２６億２，９３４万３，

０００円とするものであります。 

  歳出の概要につきましては、中山間地域総合整備事業工事費の

負担金１，２５０万円、公共施設修繕基金積立金２，６５０万

円などのほか、年度末までに見込まれる不用額の減額で、これ

らに要する財源として地方交付税７，３８９万１，０００円、

村税３，９１５万円、ゴルフ場利用税交付金等の各種交付金２，

０８１万８，０００円などを見込み、その差額相当額の２億８

２０万１，０００円を財政調整基金に積み立てるものでありま

す。 

  また、地方自治法第２１３条第１項の規定による繰越明許費と

して、中山間地域総合整備事業１８０万円、村道改良事業２，

４１７万８，０００円、消防施設等整備・管理事業２３５万２，

０００円、水道整備事業４９９万３，０００円の４事業、計３，

３２６万３，０００円を平成２４年度へ繰り越すものでありま

す。 

  以上で、議案第１０号から議案第１５号までの提案理由の説明

を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  ただいま議題となっております議案第１０号から議案第１５号

までの６件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することといたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第２０ 議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予 

             算 

◎日程第２１ 議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計予算 

◎日程第２２ 議案第１８号平成２４年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計予算 

◎日程第２３ 議案第１９号平成２４年度度鳴沢村介護保険 

             特別会計予算 

◎日程第２４ 議案第２０号平成２４年度鳴沢村介護予防支 

             援事業特別会計予算 

◎日程第２５ 議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者 

             医療特別会計予算 

議長（三浦利雄君） 日程第２０、議案第１６号平成２４年度鳴沢

村一般会計予算から、日程第２５、議案第２１号平成２４年度

鳴沢村後期高齢者医療特別会計予算までの６件を一括して議題

といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予

算から、議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者医療特別

会計予算までの６件につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

  議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予算につきましては、

歳入歳出予算総額１６億７，５２３万２，０００円で、前年度

比、マイナス１．６％、２，７５９万２，０００円の減となっ

ております。 

  長引く景気の低迷により、村税収入をはじめとする経常一般財

源が引き続き減少傾向にありますが、可能な限り、国、県支出
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金などの特定財源を積極的に確保した上での予算編成を行いま

した。 

  主要事業といたしましては、河口湖南中学校校舎改築工事分担

金６，９９４万１，０００円、老朽化が進む公共施設修繕の将

来的な財源とするための公共施設修繕基金積立金２，７００万

円、昨年３月１１日に発生しました東日本大震災を受けて強化

する防災対策事業の１，０００万円弱の増額などで、これらに

要する財源として、村税７億４，１３８万７，０００円、地方

交付税３億４５６万円、県支出金１億３，７６７万２，０００

円などを見込んでおります。 

  また、債務負担行為として、山梨赤十字病院及びデイサービス

センターなどの債務負担行為を設定しております。 

  なお、本年２月に村長選挙が執行されたことにより、村道改良

事業などをはじめとした政策的な予算の一部については、今回

予算計上を見送っており、年度中の補正予算で改めて予算計上

させていただく予定でございます。 

  続いて、議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保険特別会

計予算から、議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者医療

特別会計予算までの５件につきましては、各特別会計の歳入歳

出合計といたしまして、６億９，３６２万４，０００円で、マ

イナス１．３％、９０９万７，０００円の減となっております。 

  引き続き、歳入の確保及び歳出の節減、合理化に努め、健全で

安定的な財政運営に努める所存でありますので、議員各位にお

かれましても、特段のご理解とご支援を賜りたいと存じており

ます。 

  以上で、議案第１６号から議案第２１号までの６件についての

提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦利雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 
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  ただいま議題となっております議案第１６号から議案第２１号

までの６件については、会議規則第３６条第１項の規定により、

予算決算常任委員会に付託の上、審査することといたします。 

議長（三浦利雄君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

  お諮りいたします。 

  議事の都合により、本会議は３月１３日から１５日までの３日

間、休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本会議は３月１３日から１５日までの３日間を休

会とすることに決定いたしました。 

  なお、本会議は３月１６日午後３時２０分から再開いたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４３分 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

  平成２４年３月１２日 
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平成２４年３月１６日再開 

１、出席議員 

   １番 佐 藤 博 水     ２番 小 林 昭 一 

   ３番 小 林 利 雄     ４番 渡 辺 久 男 

   ５番 渡 辺   泉     ６番 渡 邊 政 司 

   ７番 渡 邊 明 雄     ８番 小 林 茂 澄 

   ９番 田 中   稔    １０番 三 浦 利 雄 

２、欠席議員 

 なし 

３、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 小林三郎 総務課長 渡辺千秋 

 税務課長 三浦寿得 企画課長 渡辺重夫 

 福祉保健課長 渡辺一博 住民課長 佐藤政中 

 振興課長 渡辺伸一 会計管理者 渡辺安司 

４、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局書記 渡邊 寛 

５、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告（一部事務組合議会報告） 

 日程第３  議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補正予算 

             （第５号） 

 日程第４  議案第１１号平成２３年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計補正予算（第４号） 

 日程第５  議案第１２号平成２３年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計補正予算（第１号） 

 日程第６  議案第１３号平成２３年度鳴沢村老人保健特別会計 

             補正予算（第２号） 
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 日程第７  議案第１４号平成２３年度鳴沢村介護保険特別会計 

             補正予算（第３号） 

 日程第８  議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計補正予算（第２号） 

 日程第９  議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予算 

 日程第１０ 議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保険特別 

             会計予算 

 日程第１１ 議案第１８号平成２４年度鳴沢村簡易水道事業特別 

             会計予算 

 日程第１２ 議案第１９号平成２４年度鳴沢村介護保険特別会計 

             予算 

 日程第１３ 議案第２０号平成２４年度鳴沢村介護予防支援事業 

             特別会計予算 

 日程第１４ 議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者医療特 

             別会計予算 

 日程第１５ 一般質問 

 日程第１６ 委員会の閉会中の継続調査の件 
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再会 午後３時２０分 

議長（三浦利雄君） 出席議員が定足数に達しておりますので、た

だいまから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

  これより日程に入ります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦利雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１１５条の規定により、

佐藤博水君、小林昭一君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦利雄君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  はじめに、本日、議会運営委員会が開催されましたので、その

報告を求めます。議会運営委員長 渡辺久男君。 

議会運営委員長（渡辺久男君） 本日開催いたしました議会運営委

員会について、ご報告申し上げます。 

  本日、午後１時より、議員控室において委員会を招集いたしま

した。出席者は委員５名全員と議長、職務のために議会事務局

長、そして書記の出席がありました。 

  審議した内容は、今定例会での一般質問の取り扱いについてで

あります。 

  既に皆様のお手元に配布してある通告書の写しのとおり、今回

は６人、１３件の一般質問が議長へ通告されております。 

  その中で、小林茂澄議員から、「日本広販ゴルフ場の開発跡地

について」の通告がございますが、皆さんご承知のとおり、昨

日の予算決算常任委員会閉会後に、村長より、この問題に対す
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る現在の対応についての説明がありました。このことを受けま

して、この通告の取り扱いの協議を行いました。 

  協議の結果、小林茂澄君が通告した「日本広販ゴルフ場の開発

跡地について」の取り扱いは、本人の申し出のとおり取り下げ

ることに了解し、小林茂澄君におかれましては、議長へ取り下

げの申し出を行いました。 

  以上で、本日開催いたしました議会運営委員会の報告を終了い

たします。 

議長（三浦利雄君） 次に、平成２３年第４回定例会以降に開かれ

ました一部事務組合議会に関する事項の報告を求めます。 

  報告者は自席にて報告を行ってください。鳴沢・富士河口湖恩

賜県有財産保護組合議会、６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会

についての報告をさせていただきます。 

  １２月２６日月曜日、１３時３０分より招集され、第４回定例

議会が行われました。 

  出席者は議員１７名と、会議事件説明のために執行部２名の出

席がありました。 

  決定された事項ですが、会期は２６日の１日間と決定されまし

た。 

  会議事件は２件で、内容としましては、委員会の所属について、

富士河口湖町小立地区所属の議員２名交代のため、総務・入会

権対策の各委員会への所属が決まりました。 

  職員給与条例の一部を改正する条例を定める専決処分の承認を

求めることについて、いずれも原案のとおり可決されました。 

  その他としまして、会議後に、道路公社の高井部長から、富士

山５合目第２駐車場のトイレ建屋改修工事、処理施設建設工事、

発電機室改修工事の説明がありました。これは、処理能力を１
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日３，０００人から１日１万５，０００人に上げるためのもの

です。工期は、平成２３年１２月末から平成２４年６月末まで

です。 

  以上で、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合議会について

の報告を終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 富士五湖広域行政事務組合議会、３番 小林

利雄君。 

３番（小林利雄君） 富士五湖広域行政事務組合議会についての報

告をさせていただきます。 

  ２月２１日、２２日、２日間、平成２４年第１回定例会が行わ

れました。 

  議員１８名と、会議事件説明のために代表理事堀内茂君をはじ

め、事件説明のために執行部２０人の出席がありました。 

  会議事件は、選任第１号富士五湖広域行政事務組合常任委員の

補欠選任について。富士河口湖町で議員の改選のため、渡辺喜

久男氏と外川正純氏が選任されました。 

  報告第１号専決処分の報告について、富士五湖広域行政事務組

合職員給与条例の一部改正について、これは人事院勧告に伴う

ものでございます。 

  議案第１号平成２４年度富士五湖広域行政事務組合一般会計予

算、議案第２号平成２４年度富士五湖広域行政事務組合富士五

湖ふるさと振興整備事業特別会計予算、議案第３号平成２４年

度富士五湖広域行政事務組合富士五湖聖苑特別会計予算、以上

３案件は予算特別委員会に付託され、渡辺久男委員長のもとで

審議され、原案のとおり可決されました。 

  議案第４号平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

の間における富士五湖広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支

給に関する条例の一部改正について、議案第７号山梨県市町村
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総合事務組合の共同処理する事務の変更及び山梨県市町村総合

事務組合規約の変更について、議案第８号平成２３年度富士五

湖広域行政事務組合一般会計補正予算（第１号）、以上３案件

については総務委員会に付託され、勝又米治委員長のもとで審

議され、原案のとおり可決されました。 

  議案第５号富士五湖広域行政事務組合消防手数料条例の一部改

正について、議案第６号富士五湖広域行政事務組合火災予防条

例の一部改正について、以上２案件については消防委員会に付

託され、渡辺久男委員長のもとで審議され、原案のとおり可決

されました。 

  以上８案件は本会議で委員長報告があり、認定され、議決され

ました。 

  議案第９号富士五湖広域行政事務組合監査委員の選任について。

任期満了に伴い、忍野村内野４０２番地、後藤義長氏と、鳴沢

村２７３７番地、渡辺雄司氏が選任されました。 

  議案第１０号富士五湖広域行政事務組合公平委員会委員の選任

について。任期満了に伴い、富士吉田市下吉田３３９７番地、

小泉博茂氏が選任されました。 

  以上で、富士五湖広域行政事務組合議会の報告とさせていただ

きます。 

議長（三浦利雄君） 青木が原ごみ処理組合議会、２番 小林昭一

君。 

２番（小林昭一君） 青木が原ごみ処理組合議会についての報告を

させていただきます。 

  ２月１６日午後３時より招集され、平成２４年第１回定例会が

行われました。 

  議員１２名と、会議事件説明のために青木が原ごみ処理組合管

理者渡邊凱保富士河口湖町長をはじめ、事件説明のために執行
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部８人の出席がありました。 

  本会議においては、まず会期が１６日１日間と決定されました。 

  会議事件は１件で、内容としましては、平成２４年度青木が原

ごみ処理組合一般会計歳入歳出予算について行われ、予算額１

億５，１７４万７，０００円となり、主な歳出予算の大項目は、

可燃物処理施設解体工事予定額１億８９９万円です。 

  いずれも原案のとおり可決され、 後に、１名の一般質問が行

われました。 

  以上で、青木が原ごみ処理組合議会についての報告を終了いた

します。 

議長（三浦利雄君） 青木ヶ原衛生センター議会、１番 佐藤博水

君。 

１番（佐藤博水君） 青木ヶ原衛生センター議会についての報告を

させていただきます。 

  平成２４年２月１６日１３時３０分より招集され、平成２４年

青木ヶ原衛生センター議会定例会が行われました。 

  出席者は議員１２名と、会議事件説明のために渡辺孝所長を初

め執行部７人の出席がありました。 

  本会議においての会議事件は３件で、まず会議録署名議員の指

名があり、会期が１６日から１日間と決定されました。 

  次に、議案第１号平成２４年度青木ヶ原衛生センター一般会計

歳入歳出予算の議定の件で、歳入歳出それぞれ４，８８７万８，

０００円で、原案のとおり可決され、閉会しました。 

  以上で、青木ヶ原衛生センター議会についての報告を終了いた

します。 

議長（三浦利雄君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会、８番 

小林茂澄君。 

８番（小林茂澄君） 山梨県後期高齢者医療広域連合議会について
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の報告をさせていただきます。 

  平成２４年２月１７日午後２時より招集され、会議が行われま

した。 

  議員２５名と、会議事件説明のために広域連合長・堀内茂氏を

はじめ、事件説明のために執行部１１名の出席がありました。 

  本会議においては、まず会期が２月１７日のみの１日限りと決

定しました。 

  会議事件は、議案第１号山梨県後期高齢者医療広域連合第２次

広域計画の策定について。平成１９年に策定された第１次広域

計画を補完するもので、平成２７年度までの４年間とするもの

で承認されました。 

  次に、議案第２号山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例の制定について。平成２

４年、２５年度における保険料率及び賦課限度額の改定のため、

また、保険料の賦課の特例措置を継続するための条例の改正を

するもので承認されました。 

  次に、議案第３号山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例の制定について。

保険料を軽減する財源に充てるため、また、期間の延長を図る

ための条例改正で承認されました。 

  次に、議案第４号平成２３年度山梨県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第２号）について。老人福祉費の不用額１

８１万８，０００円を予備費にするもので承認されました。 

  次に、議案第５号平成２３年度山梨県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について。国庫支

出金の増などにより、歳入歳出にそれぞれ４億８０５万２，０

００円を増額し、それぞれ９００億１，８４２万４，０００円

となり承認されました。 
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  次に、議案第６号平成２４年度山梨県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算について。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ５億３１５万３，０００円とするもので承認されました。 

  次に、議案第７号平成２４年度山梨県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計予算について。歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ９２８億５，４０６万３，０００円とするも

ので承認されました。 

  以上で、山梨県後期高齢者医療広域連合議会についての報告を

終了いたします。 

議長（三浦利雄君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第１０号平成２３年度鳴沢村一般会計補正 

            予算（第５号） 

◎日程第４ 議案第１１号平成２３年度鳴沢村国民健康保険 

            特別会計補正予算（第４号） 

◎日程第５ 議案第１２号平成２３年度鳴沢村簡易水道事業 

            特別会計補正予算（第１号） 

◎日程第６ 議案第１３号平成２３年度鳴沢村老人保健特別 

            会計補正予算（第２号） 

◎日程第７ 議案第１４号平成２３年度鳴沢村介護保険特別 

            会計補正予算（第３号） 

◎日程第８ 議案第１５号平成２３年度鳴沢村後期高齢者医 

            療特別会計補正予算（第２号） 

議長（三浦利雄君） 日程第３、議案第１０号平成２３年度鳴沢村

一般会計補正予算（第５号）から、日程第８、議案第１５号平

成２３年度鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

までの６件を一括して議題といたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算
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常任委員長 田中 稔君。 

予算決算常任委員長（田中 稔君） 今定例会におきまして、予算

決算常任委員会に付託された議案第１０号平成２３年度鳴沢村

一般会計補正予算（第５号）から、議案第１５号平成２３年度

鳴沢村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）までの６議

案につきまして、審査いたしました経過と結果についてご報告

申し上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、去る３月１２日に開

催し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された６議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（三浦利雄君） これをもって委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員をもって構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでお

りますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１０号から議案第１５号までの６件を一括して

採決いたします。 
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  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。議案第１０号か

ら議案第１５号までの６件は委員長の報告のとおり可決とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。したがって、議案第１０号か

ら議案第１５号までの６件は原案のとおり可決することに決定

しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９  議案第１６号平成２４年度鳴沢村一般会計予 

      算 

◎日程第１０ 議案第１７号平成２４年度鳴沢村国民健康保 

             険特別会計予算 

◎日程第１１ 議案第１８号平成２４年度鳴沢村簡易水道事 

             業特別会計予算 

◎日程第１２ 議案第１９号平成２４年度鳴沢村介護保険特 

             別会計予算 

◎日程第１３ 議案第２０号平成２４年度鳴沢村介護予防支 

             援事業特別会計予算 

◎日程第１４ 議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢者 

             医療特別会計予算 

議長（三浦利雄君） 日程第９、議案第１６号平成２４年度鳴沢村

一般会計予算から、日程第１４、議案第２１号平成２４年度鳴

沢村後期高齢者医療特別会計予算までの６件を一括して議題と

いたします。 

  本案に関し、予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算

常任委員長 田中 稔君。 

予算決算常任委員長（田中 稔君） 今定例会におきまして、予算
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決算常任委員会に付託された議案第１６号平成２４年度鳴沢村

一般会計予算から、議案第２１号平成２４年度鳴沢村後期高齢

者医療特別会計予算までの合計６議案につきまして、審査いた

しました経過と結果についてご報告申し上げます。 

  予算決算常任委員会は、会議日程に従い、去る３月１３日及び

１４日並びに１５日に開催し、付託案件の審査を行いました。 

  その詳細につきましては、議員全員で構成する委員会審査であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過について述べること

は省略させていただき、審査の結果のみをご報告申し上げます。 

  審査を行った結果、本委員会に付託された６議案について、賛

成全員にて原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、村当局におかれましては、審査の過程で委員各位より出

されました質疑、意見等について、十分に予算執行に活かされ

ますよう一層の努力をお願いするものであります。 

  以上、会議規則第３８条第１項の規定により報告いたします。 

議長（三浦利雄君） これをもって委員長の報告を終わります。 

  これより質疑に入るわけですが、予算決算常任委員会は議員全

員をもって構成され、議員諸君は委員会審査の過程を済んでお

りますので、質疑を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１６号から議案第２１号までの６件を一括して

採決いたします。 
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  この採決は起立によって行います。 

  本案についての委員長報告は可決であります。議案第１６号か

ら議案第２１号までの６件は、委員長の報告のとおり可決とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（三浦利雄君） 起立全員です。したがって、議案第１６号か

ら議案第２１号までの６件は原案のとおり可決することに決定

しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 一般質問 

議長（三浦利雄君） 日程第１５、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順番に発言を許します。 

  渡邊政司君からの防災対策についての質問を許します。６番 

渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 防災対策につきまして、総務課長に質問させ

ていただきます。 

  震災から１年が経過しましたが、いまだに地震が頻繁に発生し、

村民の災害に備える防災意識は高まっております。村民の生

命・財産を守ることが重要課題であり、防災に関して質問いた

します。 

  災害時に使用する消火栓のホースは、使用時の破裂を防ぐため

に、消防法で、製造後１０年以上経過した消火栓ホースについ

ては、３年ごとにホースの耐圧試験を実施しなければならない

とあります。 

  消火栓ホースの総本数と耐圧試験、更新計画について説明をお

願いします。また、消防自動車の更新計画についても説明をお

願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 
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総務課長（渡辺千秋君） 渡邊政司議員の質問について、お答えし

ます。 

  現在、鳴沢村で所有している消火栓は１４３ヶ所、ゴムホース

は約５８０本あります。 

  消防法で規定されている消火栓のホースは、学校、病院、工場

などの防火対象物に設置する屋外消火栓であり、鳴沢村で所有

している村内にある消火栓は対象外です。 

  現状では、管理している消防団からの水漏れや破損などの報告

により、ホースを購入しており、本年度も１２本消防ホースを

購入しました。 

  また、ホースの更新計画ですが、来年度以降も消防団の点検報

告をもとに交換していく予定でいます。平成２２年度より、鳴

沢村で管理しているゴムホースについては整理し、更新時期を

明確にできるように台帳整備しております。 

  ２番目の消防自動車の更新計画についてですけれども、現在の

大型消防車両は購入から２５年以上経過し、不具合も出てきて

います。消防車両については、現在ある中型ポンプ５トンの購

入に約２，０００万円の費用がかかりますので、導入時期等に

ついては、状況を見ながら今後検討していきたいと思います。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 鳴沢村の中にも、小学校や保育所等あります。

そちらの消火栓ホースの管理について説明をお願いします。 

  また、台帳で管理しているという回答をいただきましたけれど

も、台帳で管理しているホースの更新期間についても説明をお

願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 小学校は屋内消火栓７ヶ所ありまして、
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平成２０年に交換しております。それで、１０年以上超えたホ

ースはありません。また、総合センターも同様に消火栓が４ヶ

所あります。これも平成２０年に交換しております。 

  交換の時期ですけれども、今言いましたように、消防団の点検

に基づいて報告があったものについて、その都度替えた時期に

ついての入力等で管理をするようにしております。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 報告ありがとうございます。 

  消防車両についてですけれども、大型車両で２５年経過したと

いうことですけれども、大型のいすゞにつきましては、鳴沢、

大田和のどちらでしょうか。また、金額についてもわかりまし

たら説明をお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 鳴沢が昭和６１年、大田和が昭和６２年

に購入しております。大型の見積もりについてはちょっと把握

しておりません。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 災害発生時に支障が出ないように、計画的な

管理、更新をぜひお願いいたします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 続いて、文化財・天然記念物の保護対策につ

いての質問を許します。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 文化財・天然記念物の保護対策について、教

育長に質問させていただきます。 

  ６月の一般質問での回答では、教育長より、村の貴重な文化財

を保護することは大変重要なことであり、現地調査、有識者の

意見を伺い判断する等の前向きなご回答をいただきました。 

  今後、富士山が文化遺産登録されることにより、今まで以上に
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多くのエコツアー客が訪れることが予測されます。文化財・天

然記念物の保護対策について、回答をお願いいたします。 

  現地調査、有識者の意見に基づいて、平成２３年度に取り組ん

だ内容と平成２４年度実施する保護対策について、回答をお願

いいたします。 

  また、村の文化財、特に天然記念物の洞窟や噴火口等について

の特徴や歴史を調査記録した教育資料はありますでしょうか、

説明をお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 渡邊政司議員の質問にお答えいたします。 

  平成２３年度に取り組んだ内容としましては、昨年７月２日に

教育委員会で、村の文化財保護指導員の同行により大室山周辺

洞窟群の視察を行いました。感想としては、各洞窟は保全され

ていると感じましたが、また別の方の視点からすると、細かい

意見があるかと思います。 

  その後、教育委員会の中で意見をまとめた結果、これらの洞窟

群は人里から離れた場所にあり、利用者は善意の人たちばかり

とは限らないと思われますので、開放することは管理が難しく、

観光として広めていくことは障害があると思われ、保全を優先

すべきとの結論でした。問題は、どのように保護していくべき

かということだと思います。監視するとしても、方法が難しい

ところです。 

  平成２４年度には、鳴沢村の文化財保護指導員の任期により交

代が予定されているため、新しい保護指導員研修のため、新保

護指導員に同行していただき、これらの洞窟群の視察を実施し

て、活動を引き継いでいければと考えております。また、必要

に応じて有識者の方に洞窟群の現状を判断していただきたいと

考えております。エコツアーにより入洞している団体に対して
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は、ガイドライン厳守と入洞報告のお願いを続けていく考えで

おります。 

  次に、文化財に関する特徴や歴史を調査記録した教育資料があ

るかという質問ですが、山梨県教育委員会が平成８年に発行し

ました、山梨県天然記念物緊急調査報告書があり、これは、天

然記念物などの重要な地質や地形がどこにあるかを正確に把握

して、開発等により消失することがないように、保護対策を目

的とした資料であります。 

  この中に、大室山周辺の洞窟群が記載されており、各洞窟の名

称、所在地、特徴や現況が地質・鉱物資料により、各専門学者

の学術的な観点から解説をされております。 

  ただ、教育用としての資料ではなく、業務用の資料となってお

ります。また、村内の他の身近な文化財につきましては、「な

るさわの小さな旅」と題した村落地区の神社等を解説したウォ

ーキングマップ等の冊子があります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 細かいご説明、ありがとうございます。前向

きに検討していただけるということなので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

  文化財の保護につきましては、文化財の価値を知るところから

始まると思います。文化財の価値を子どもたちに教えて、郷土

を愛する気持ちをはぐくんでいただきたいと思います。ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 続いて、国道１３９号鳴沢地内道路整備につ

いての質問を許します。６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 国道１３９号鳴沢地内道路整備について、振
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興課長に質問いたします。 

  渋滞が慢性化している富士吉田市内の国道１３８号上宿交差点

から富士見公園前交差点２．６キロの拡幅工事が、国土交通省

が来年度に新規着手する直轄事業に選ばれたと新聞報道があり

ました。関連性があるのかわかりませんが、鳴沢村の今年の予

算で、国道１３９号鳴沢地内道路整備促進期成同盟会が予算計

上されております。 

  国道１３９号鳴沢地内道路整備促進期成同盟会は、どのような

目的で、いつ設立したのでしょうか。また、内容についても説

明をお願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 振興課長。 

振興課長（渡辺伸一君） 渡邊政司議員の質問にお答えします。 

  国道１３９号線鳴沢地内道路整備促進期成同盟会は、富士北麓

地域と静岡県を結ぶ幹線道路、国道１３９号の週末及び観光シ

ーズンの観光客等による交通量の増加に伴う渋滞解消と、災害

時における避難・輸送道路としての役割を確保するため、国道

１３９号鳴沢村地内の４車線化整備を促進することを目的とし

て、平成２３年８月１２日に設立しました。 

  山梨県道路整備課の指導により、国道１３９号の交差点等の部

分的整備を要望していく中、結果的に４車線化を実現していく

ということで、国道１３９号鳴沢村地内道路整備促進期成同盟

会という名称にいたしました。 

  内容につきましては、山梨県道路整備期成同盟会に加入し、国

土交通省並びに関係各方面に対する請願、陳情を行い、事業の

促進を図り、目的を達成するための必要な調査、宣伝普及を行

う予定であります。 

  現在、役員は富士河口湖町長、町議会議長、鳴沢村長、村議会

議長、富士河口湖町都市整備課長、私、鳴沢村の振興課長の合
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計６名ですが、今後、近隣市町村への役員の拡充も検討してお

ります。 

  また、甲府笛吹富士河口湖富士吉田線促進期成同盟会に鳴沢村

も加入しております。その中で、若彦トンネルから鳴沢村国道

１３９号へ接続するための路線整備の要望も行っております。

これらを絡めて、富士河口湖町と歩調を合わせ、今後計画して

いきたいと考えております。 

  ただし、期成同盟会を設立してから事業採択までには長い期間

が必要となります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 説明ありがとうございます。 

  具体的には、４車線化ということで動いているようですけれど

も、場所はどこからどこの４車線化を考えているんでしょうか、

お願いいたします。 

議長（三浦利雄君） 振興課長。 

振興課長（渡辺伸一君） 一応鳴沢村地内ということですので、鳴

沢村の今の４車線が終わっているところから、紅葉台のところ

までということを考えております。 

議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 防災上、４車線化も必要だという回答をいた

だきましたけれども、防災上は複数の避難道路があったほうが

よいとも思います。バイパス化のお考えというのはないのでし

ょうか。 

議長（三浦利雄君） 振興課長。 

振興課長（渡辺伸一君） 今のところ、具体的にバイパス等の考え

はありません。それよりも、今の国道１３９号の拡幅等により

整備し、渋滞解消ということを考えております。 
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議長（三浦利雄君） ６番 渡邊政司君。 

６番（渡邊政司君） 以前、３０年ほど前なんですけれども、バイ

パス化の計画がありまして、説明会のときに、村民から要望を

まとめ切れなかったために中止になったという経緯があります。

村民の意見や要望を聞いて、ぜひとも進めていただきたいと思

います。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 政司議員のバイパス化ですが、あの当時のバ

イパスの計画は、高架橋で上というか、今の富士学苑のグラウ

ンドの辺を通るという計画であり、村道との交差が３ヶ所ぐら

いで、あとは高架橋でトンネルになるというような計画で、そ

れで、村民の皆さんがそれでは困るということで、計画が中止

になった経緯を聞いております。私も、バイパスではそのよう

な交差点がなければ、今の村道との出入りが難しいというよう

なことで、今の国道を４車線化がいいんじゃないかと考えてお

ります。それが無理のようなら、また皆さんのお話を伺って、

バイパスも視野に入れなければと考えているところです。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） これにて、渡邊政司君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、小林昭一君からの山梨県消防協会の使途不明金について

の質問を許します。２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 山梨県消防協会の使途不明金について、総務

課長にお尋ねをいたします。 

  平成２３年１２月に、財団法人山梨県消防協会の使途不明金問

題が発覚し、それ以後、新聞紙面では特集が掲載されるなどさ

れています。地域の安全・安心のために活動する消防団員のた
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めの福祉に関し、このようなことが起こったことは大変遺憾で

す。 

  紙面ですと、不明金の総額は約１億４００万円にのぼるそうで

すが、鳴沢村の被害はどのくらいですか。また、村としての今

後の対応をお聞かせ願います。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 小林昭一議員の質問について、お答えし

ます。 

  山梨県消防協会の福祉共済事業に係る使途不明金は、消防団員

の福祉共済掛金の日本消防協会への未納額が約５，６００万円、

実際に福祉共済の対象となるけが等を負った団員への給付金の

未納額が約２，１００万円、市町村への事務費、返礼金未納額

約２，６００万円などが主な使途不明金の内訳となっています。 

  鳴沢村分の消防団福祉共済掛金は、山梨県消防協会から日本消

防協会へ納付されておりますが、平成１３年度より平成２３年

度までの福祉共済事務費返還金及び福祉共済返戻金の合計１７

万９，６８０円が納入されておりません。 

  現在、山梨県消防協会では第三者委員会を開催し、組織・業務

のあり方を見直すとともに、不明金については、３月１３日時

点で山梨県警が捜査に着手し、刑事告訴や損害賠償請求などを

行う方針で検討しているとのことです。 

  鳴沢村としては、福祉共済事業自体は、日本全国の消防団員の

うち約９８％の８６万人が加入しており、消防団員の死亡等の

事故はもちろん、団員が活動以外で１５日以上入院しても対象

となるなど、消防団員にとっては手厚い福祉共済となっている

ことや、日本消防協会の規約上、山梨県消防協会を通さないと

日本消防協会に納付できないことも考慮した上で、加入を継続

するために、平成２４年度も３２万円予算計上してあります。 
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  鳴沢村分未納額については、ほかの市町村と歩調を合わせて、

山梨県消防協会に対し返還請求をする予定でいます。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） ありがとうございます。 

  ほかの市町村等の対応やいろんな方向性を考えながら、素晴ら

しい、いい対応をしていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

議長（三浦利雄君） 続いて、体育施設の利用状況、管理の方法に

ついての質問を許します。２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 体育施設の利用状況、管理の方法について、

教育長にお尋ねをいたします。 

  日ごろより、村内の体育施設の維持管理、大変ありがとうござ

います。 

  さて、毎年の維持管理費は多額の金額ではないかと思いますが、

各施設の村内、村外の利用状況、各施設の使用料、維持管理の

方法について教えてください。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 小林昭一議員さんの質問にお答えいたしま

す。 

  各施設の利用状況についてですが、平成２１年度から平成２３

年度、今年度までの資料ごとに、その概要を申し上げます。 

  施設の中で も利用回数が多いのは屋内テニスコート場で、年

間３８０回から４００回。続いて、武道館と村民体育館がほぼ

同じくらいの利用回数で２００回から２５０回。スポーツ広場

が１５０回から１６０回。ジラゴンノ運動場が４０回前後の利

用回数です。体育施設合計では、１，０００回から１，０５０

回、年間の利用があります。 
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  次に、村内、村外の利用者ということですが、村内、村外、そ

れから民宿の利用者数の区分で調べてみました。村内が も多

く７００回前後で、全体の６５％から７０％を利用しておりま

す。村外は３５回前後で、パーセントで言うと３％前後です。

民宿の利用者が３００回前後利用しておりまして、全体の約３

０％、そんな割合になっております。 

  次に、使用料について見ますと、村民体育館が も多く、１０

０万円から１２０万円。スポーツ広場が６０万円から８０万円。

武道館が５０万円から６０万円。屋内テニスコート場が５０万

円前後。ジラゴンノ運動場が２０万円から３０万円。体育施設

全体で、年間３００万円前後の使用料となっております。 

  次に、維持管理についてですが、施設の管理につきましては、

かぎの貸し出しは、勤労青年センターの管理人により、午前は

８時から１２時、午後は１時から５時、夜間は７時から１０時、

早朝は５時から８時、そんな区分で、使用後は清掃をしてもら

って、かぎを返してもらい、管理人がチェックをしていただい

ております。 

  施設の維持管理としましては、鳴沢スポーツ広場のローラー掛

け、これは委託で行っていますが、緊急雇用等の業者を利用し

ての体育施設周辺に除草剤の散布、これが５月ごろ。それから、

スポーツ公園、旧噴水のあったところですが、この周辺に花植

え作業、これが６月ごろ。それから、植木・芝の管理、高木・

低木の剪定、高木は２年に一度行っております。これも委託で

行っております。それから、スポーツ広場、ジラゴンノ運動場

の整備、冬期の除雪作業、体育館のワックスがけ、武道館、テ

ニスコート場の窓ガラス清掃、これも委託で行っておりますが、

そういった作業があります。 

  それから、体育施設の維持管理費についてですが、平成２１年
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度が６２７万円余り、２２年度が７０２万円余り、２３年度、

見込みですが５７６万円余り、およそ６００万円から７００万

円ぐらいの経費がかかっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） 維持管理のことについての時間別はお話をい

ただきましたが、施設の休みみたいなものはあるんでしょうか。

また、そのとき管理人は、もし施設が休みであれば休んでしま

って、どういうふうな状態になるのかということも教えてくだ

さい。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 基本的に月曜日を休みとしておりますが、

日曜日、月曜日と休みということになっていますけれども、日

曜日に利用者が非常に、シーズンにもよりますけれども、多い

ので、ちょっと貸し出しを中止するということはできないので、

実際には、日曜日も仕事をしており、勤務日ということになっ

ておりますので、この日が貸し出しがないという曜日があれば、

その日に休んでいただけるんですけれども、なかなか思うよう

な休暇がとれないというのが実情であります。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） ２番 小林昭一君。 

２番（小林昭一君） ありがとうございます。今の話を聞くと、休

みがないということなので、例えば、冠婚葬祭等あった場合に、

管理人が休みをとれないということになると、施設の管理上に

も問題があると思うので、その点のフォローもあれば、また考

えていただければと思います。 

  また、先ほど説明いただいた金額、稼働率の関係なり、それが

いただければ、資料をまたいただきたいと思いますが、よろし
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くお願いします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 管理人の休みがないというわけではなくて、

交代で休んでもらっていて、ご存じのように夫婦でいてもらい

ますから、金次君と交代したり、施設は貸し出さないというこ

とはないんですが、管理人は休みもあったり、時間外もとった

りしてやっているという状況です。 

議長（三浦利雄君） これにて、小林昭一君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、佐藤博水君から緊急地震速報を防災行政無線での伝達に

ついての質問を許します。１番 佐藤博水君。 

１番（佐藤博水君） 緊急地震速報を防災行政無線での伝達につい

て、総務課長にお伺いします。 

  東日本大震災から１年が経過しました。さきに山梨日日新聞社

が県民にアンケートを行った結果、４０％の方が震災で高まっ

た意識を維持し、未曾有の災害で受けた衝撃が今も残り、特に、

地域別では、富士北麓地域が４５．２％もの方が高い防災意識

を持ち、８７．７％の方が大型地震の発生に も不安を感じて

いるとの報道がございました。 

  そこで、緊急地震速報が送られた場合、村の防災行政無線を活

用して、自動で住民に即時周知をすることができるかどうか、

お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 佐藤博水議員の質問についてお答えしま

す。 

  緊急地震速報を防災行政無線に連動し放送することは、技術上

可能となっており、既に対応した市町村もあります。鳴沢村の
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機器は平成１２年度に購入し、１０年以上経過した古い機種の

ため、緊急地震速報に対応することができません。 

  機器を更新するためには、 低でも１億円ぐらいの多額の費用

が必要となります。また、国の方針により、今後整備するもの

はデジタルとなりますが、アナログに比べ障害物に弱いため、

電波を再送信する中継局の新規設置等が必要になるなど、仕様

の検討、設計に時間を要するなどの事由により、早急に入れ替

えを行うことができませんが、現在、機器入れ替えに向けて計

画、検討しているところです。 

  そのほか、防災行政無線だけでなく、メールやテレビなどのさ

まざまな方法で住民に周知を行うことが重要だと思われます。

そのため、村で整備した光ケーブルを活用した周知方法など、

現在検討しております。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） １番 佐藤博水君。 

１番（佐藤博水君） 大変お金がかかるということでございます。

しかし、今、メールとか、あるいはテレビというようなことが

ございましたけれども、夜間寝ているときもあるわけでござい

まして、わざわざそれは確認できないということもあるわけで

す。 

  大変金がかかってくることですけれども、順次、準備というこ

とで、非常にありがたいと思いますけれども、富士山の噴火を

含め、大規模地震の発生が危惧されております。東日本大震災

の教訓を踏まえ、規模等の見直しも進んでいるわけでございま

すけれども、想定外の可能性も否めません。 

  １月２８日には、県と富士五湖を震源とするマグニチュード５

級の地震が立て続けに発生し、震度５弱が観測されているわけ

です。地震発生が何秒かでも事前にわかった場合には、個人個
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人、おのおの、それぞれ対応ができる。大きな災害を も 小

限に抑えることができることがあると思います。ぜひ、本当に

金がかかって大変でございますけれども、命はもっと大切だと

思います。ぜひその辺も含めて、前向きの検討をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

議長（三浦利雄君） これにて、佐藤博水君の一般質問を終わりま

す。 

  次に、小林茂澄君から農業用地など休耕地の活用についての質

問を許します。８番 小林茂澄君。 

８番（小林茂澄君） 農業用地などの休耕地の活用について、振興

課長に質問いたします。 

  耕作放棄地や遊休農地の活用は、どのような方法を考えている

のでしょうか。各地でさまざまな活用法が先人によって行われ

ています。これは、非農家の住民に農業に携わってもらうこと

が基本になっています。都市部の市民による滞在型農園や、会

社員が週末や休日を利用する農業、種まきと収穫の体験をして

いただき、収穫された農作物をオーナーとして所有してもらう

方法など、さまざまなことが考えられます。 

  休耕地の活用対策について、どのようにお考えか、お尋ねいた

します。 

議長（三浦利雄君） 振興課長。 

振興課長（渡辺伸一君） 小林茂澄議員の質問にお答えします。 

  鳴沢村では、土壌づくりに対するサンライムや堆肥補助、獣害

防除柵の設置補助、廃プラの処理費補助など、農業経営にかか

わる多くの支援を実施してきました。また、農政関係機関との

連携による観光農業の推進、地域ブランド商品や加工品開発、

直売所の整備などによる農業振興を進めており、耕作放棄地の

活用より、まずは耕作放棄地をつくらない施策を展開してきま
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した。 

  しかし、時代の変化による農業後継者の減少や獣害被害などに

より、遊休農地が点在するのも現実です。 

  そうした状況の中、村では、中山間地域総合整備事業により、

耕作放棄地であった入りの棚地区のほ場整備や、獣害防護柵設

置など農業生産の基盤整備強化に努めております。獣害防護柵

については、設置前より農業被害が減少しており、耕作意欲に

もつながっております。 

  また、獣害対策やほ場整備を実施した結果、農業法人や企業か

ら農地を求める声も出ており、地元の農業者との協力体制のも

とに、整備したほ場を借りたいというお話もいただいておりま

す。このようなほ場をもとにし、企業参入や貸し農園、既にＪ

Ａで実施している貸し農園の拡充など、耕作放棄地の活用を検

討していきます。 

  これらの施策を進める中、地域の理解を得ながら、滞在型の農

園へとつながればと考えております。また、本来の鳴沢村での

農業者支援は引き続き実施していくつもりであります。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ８番 小林茂澄君。 

８番（小林茂澄君） 休耕地が少なくなることが、鳴沢村の活性化

につながると思います。今後とも検討をお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） ここで、一般質問通告取り下げの報告をいた

します。３月１２日に小林茂澄君から通告がありました「日本

広販ゴルフ場の開発跡地について」の質問は、本日、本人より

通告取り下げの申し出がございましたので、これを許可いたし

ました。 
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  以上で、小林茂澄君の一般質問を終わります。 

  次に、小林利雄君からの道の駅に電気自動車充電施設設置につ

いての質問を許します。３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 道の駅電気自動車充電施設設置を、企画課長

にお伺いいたします。 

  平成２３年度は、鳴沢小学校に太陽光発電装置を設置していた

だき、児童に、雨の日、曇りの日でも発電して二酸化炭素が削

減でき、自然環境、科学の力に関心を持つ子どもが増えたこと

と思います。国際的にも、国内でも、自然環境に関心が高まっ

ております。自動車メーカーは電気自動車の開発に力を入れて

おります。 

  近隣市町村では、道志村道の駅、富士河口湖町役場に電気自動

車充電施設があります。鳴沢村の道の駅は年間７８万人の方が

利用しており、これからは電気自動車も多く来ると思います。 

  鳴沢村は自然環境に力を入れている村、道の駅の集客、宣伝に

もつながる電気自動車充電施設を設置する考えがあるかどうか、

お伺いいたします。 

議長（三浦利雄君） 企画課長。 

企画課長（渡辺重夫君） 小林利雄議員のご質問についてお答えい

たします。 

  近年の地球温暖化問題に始まる環境意識の変化や、化石燃料の

枯渇に対する問題意識の高まりにより、次世代自動車として電

気自動車の普及が期待されていますが、既設の富士河口湖町役

場や道志村道の駅の設置状況を伺いましたところ、富士河口湖

町では、電気自動車急速充電設備２台を地元の製造企業である

菊水電子工業から寄附をいただいて設置し、１台は役場庁舎駐

車場へ、工事費約２２０万円で設置し、利用者は１日２台程度。

もう１台は道の駅かつやまに設置工事中で、工事費約３５０万
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円ぐらいとお聞きしています。 

  また、道志村では、道の駅どうしに設置されており、急速充電

設備の購入に約３５０万円、設置工事費３５０万円、太陽光設

備に５００万円の費用を歳出し、今後、年間の維持管理経費が

約３０万円を見込んでいるとのことです。利用者は年間延べ２

００台程度で、電気自動車の先進県とされている神奈川県に隣

接しているものの、まだ利用者は少ない状況であります。 

  なお、設置に当たり、次世代自動車振興センターから１８０万

円の補助金を活用しましたが、平成２４年度以降、同補助制度

の実施については未定とのことです。 

  自然環境保護の面から考えると、充電設備の導入はよいことだ

と思いますが、まだこれから機能面の充実で短時間充電や低価

格化等が進む分野であると思われること、電気自動車は走行距

離が短いことから、富士北麓に観光で訪れる方々の利便性を考

えると、高速道路のサービスエリアなどに先駆的に整備される

ことが望ましく、普及率もまだ低いため、しばらくは集客効果

などにつながりづらい面もあると思われることや、料金徴収な

どについても、先進地では検討課題とされている現状を踏まえ

ると、早期の導入については慎重に検討していきたいと思いま

す。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 多額の資金がかかるということで、また時期

尚早ということで、いずれにしろ、これらの環境問題は今後

様々なことに関わってきます。村でも先進的に導入を考えても

らいたいと思いますし、また、公用車を買い替えるときは、ぜ

ひ電気自動車の検討をしてもらいたいと思います。 

  以上です。 
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議長（三浦利雄君） 続いて、建物建設時における道路幅の確保に

ついての質問を許します。３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 建物建設時における道路幅の確保について、

振興課長にお伺いをいたします。 

  鳴沢村は、現在都市計画区域外となっているため、住宅を新築

等する際に、４メートル以下の道路については、４メートルに

広がることを前提としたセットバックの規則がない状態です。 

  セットバックを義務化すれば、いつ起きてもおかしくない大地

震や災害時、火災発生のときに緊急車両がスムーズに通行でき、

素早い対応をすることができます。また、道幅の狭い道路の拡

幅工事にも大いに役立つと思います。 

  例えば、道幅が４メートル以下のときは、４メートルになるよ

うセットバックさせて建築等させるなど、村独自で条例化して

規制する考えは今後あるかどうか、お伺いします。 

議長（三浦利雄君） 振興課長。 

振興課長（渡辺伸一君） 小林利雄議員の質問にお答えします。 

  現在、本村全域が都市計画区域外であり、住宅等の建て替えや

増改築時に都市計画区域に適用される幅員４メートル未満の道

路について、中心線より２メートル以内を道路とみなし、土地

の一部を道路として提供しなければならないセットバックや、

災害時の避難経路の確保や、消防車や救急車などの緊急車両が

接近する経路を確保することが目的である接道義務もありませ

ん。 

  そのため、条例により建築物について独自の規制を設ける自主

条例等を制定することもできますが、法令で定める以外のもの

を規制の対象とすることや、規制の実効性確保のため罰則を定

めることについても、判例上も認められていますが、法令で定

める以外のものを規制の対象とすることや、罰則について住民
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の合意が得られにくいこともあり、規制ではなく誘導的措置と

して、実効性確保の手段も勧告や公表にとどめるものが多く、

その意味で、自主条例の実効性には限界がありますので、独自

の規制を設ける自主条例等の制定は考えておりません。 

  そのため、セットバック等の法規制が可能な都市計画区域の指

定について、山梨県と協議を検討することも必要ですが、セッ

トバック以外にもさまざまな規制が発生することにより、既存

不適格となる建築物については、増改築ができなくなったり、

建て替えにあたり弊害が出る場合もありますので、都市計画区

域の指定については、メリット、デメリットを検証しながら慎

重に検討することが必要になってくると思われます。 

  以上で、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ３番 小林利雄君。 

３番（小林利雄君） 私としては、鳴沢村を住みよく、また、景観

をよくするためにも、セットバック規制を検討してもらうこと

をお願いいたします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） これにて小林利雄君の一般質問を終わります。 

  次に、渡邊明雄君からの、鳴沢村の産業振興についての質問を

許します。７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） それでは、早速お願いいたします。 

  鳴沢村の産業振興について、村長にお伺いいたします。 

  鳴沢村の産業振興について、 近の国内情勢は、農業、商業、

工業、観光ともに大変厳しい状況にありますが、２期目になり

ます小林村長に、改めて企業誘致以外の鳴沢村の産業振興に対

する取り組み方針をご教授願います。 

議長（三浦利雄君） 鳴沢村長、小林 優君。 

村長（小林 優君） 渡邊明雄議員さんの質問にお答えいたします。 
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  ご存じのように、本当に景気が落ち込み、また、世界的な不況

というようなことで、企業誘致等も大変難しくなっております

とともに、予算等を見てもらいますと、村税も落ち込んでおり

ます。 

  そのようなことを踏まえ、農業の振興というようなことで、鳴

沢村は有名であります野菜価格を上げるにはどのようなことを

したらいいかというようなことで、農業の６次産業化を進めて

いただくような方針、方法ができればいいんじゃないかと考え

ております。また、そのためには、野菜などの商品に付加価値

をつけ、農業を活性化することが大事じゃないかと考えており

ます。 

  農家と食品、また関連企業が連携し、地元でとれた農産物を食

品加工したり、また、農産物の加工を委託し、付加価値をつけ、

道の駅等で販売するなどの方策が考えられますので、これから

もＪＡ、また県の指導等加えながら、どのような施策があるか

研究し、地域のブランドを商品開発するため、皆さんと一緒に

勉強させてもらえればと思っております。 

  それには、農産物にしてもよいものがとれなければなりません

ので、先ほども振興課長が申し上げましたように、土づくりの

ための有機肥料の配布等を今後も継続して進めたいと思ってお

ります。 

  また、観光振興も考えておるわけですが、これは、なるさわク

リエーションパークを観光拠点にし、自然を活かした観光資源

やスポーツ・レクリェーションを楽しむ施設、温泉施設等、い

ろいろな観光施設があの辺には集まっております。また、富士

緑の休暇村においては、年間利用できる富士五湖地方 大の人

工芝グラウンドも完成したことにより、各種イベント大会の開

催等も考えているようですので、その観光を兼ねた関係者の増
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加が見込まれるわけですので、ぜひこれを活用していきたい。 

  また、平成２２年度の観光客数は、富士五湖地方で約３００万

人と言われております。山梨県、静岡県、神奈川県、東京都等

の近隣都県から多くの観光客が訪れております。この皆さんの

要望を聞きますと、富士五湖地域全体での観光を求めているよ

うな傾向があります。何回訪れても楽しく、また、風光明媚な

富士北麓ということで、リピーターを増やすようなことができ

ればと考えております。 

  そのようなことを踏まえ、先ほどの農業と観光を結びつけた何

かいい方策ができればと思っておるわけでございます。また、

中山間地域総合整備事業で整備されたほ場を借り入れたいとい

うような動きもあるようですので、このほ場をもとに、企業参

入や貸し農園などを利用し、農業と観光を結びつけた観光的附

帯価値を高める振興政策ができればと考えておりますので、ど

うか渡邊明雄議員さんには、仕事関係、ライオンズ、また社交

ダンス等の多くの人脈があるかと思われますので、どうかこれ

からもバックアップやフォローをよろしくお願いして、答弁と

させていただきます。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） ７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 大変力強い取り組み方針を示していただきま

して、ありがとうございました。特に、ブランド品をつくると

いうことは、鳴沢村のいいところを世の中に売りたいというこ

とで、これからますます期待されるところだと思いますので、

これからも力強いご活躍と、それから、我々も頑張っていきま

すのでよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） 続いて、小学校の英語教育についての質問を
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許します。７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 小学校の英語教育について、教育長にお尋ね

いたします。 

  鳴沢小学校で２０年間継続して英語指導をしていただいており

ます。ありがとうございます。国際化が進み、英語がますます

必要になってきています。年間数時間程度では成果が出にくい

ので、子どもが楽しみ、喜びながら英語を勉強できる環境をつ

くっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（三浦利雄君） 教育長。 

教育長（小林三郎君） 渡邊明雄議員の質問にお答えいたします。 

  小学校５、６年生に、週１時間の英語学習の時間が新設をされ

ました。小学校４年生以下の学年への英語活動の時間の増加が

できないかとの質問のご趣旨かと思いますが、これについては

かなり難しいと考えております。 

  理由としましては、授業時間数が増加したこと、各学年とも１

時間ないし２時間増えました。１年生は２５時間、２年生が２

６時間、それから３年生が２７時間、４年生以上は２８時間と

いうふうになっております。学校全体に、そのことによってゆ

とりがなくなってきたということが１つあります。仮に、１、

２年生に英語の授業を増やすということになると、６校時まで

授業をするということになりまして、これは児童にとって負担

がかなり大きいと思います。 

  鳴沢小学校の特色としては、小規模校ということもあって、縦

割り班活動というのが行われておりまして、高学年から低学年

の子どもたちが仲よく日常生活を送っております。国際理解教

育のほかにも、健康安全教育、福祉教育、環境教育、情報教育

等に取り組んでおります。 

  本来、学校が必要としているゆとり、例えば、放課後の時間は
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１日を振り返り、学習のつまずきややり終えなかった学習をや

り終えるとか、教師と子どもとの触れ合いの時間として非常に

大切な時間であります。授業に追われる毎日では、子ども自身

にゆとりがなくなる。このことがむしろ心配になります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） ゆとりが大事だということは、何年か前にも、

大分経つんでしょうけれども、やって、私はその成果がそれほ

ど確認されていないんじゃないかというふうに思っております。

それでこういうお願いをしているわけですけれども。難しいで

しょうけれども、ひとつの私のお願いです。ありがとうござい

ました。 

議長（三浦利雄君） 続いて、大災害に対応する事業継続計画の策

定と訓練についての質問を許します。７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） 大災害対応事業継続計画、ＢＣＰの策定と訓

練。 

  東日本大震災から１年が過ぎ、改めて大災害の対応が求められ

ております。これは総務課長に答弁をお願いしたいと思います。 

  自治体や企業が大災害時に機能しなくなったことを想定して、

優先して取り組むこと、避難先確保、医療、食事、早期復旧、

この辺が大事ですね、などを策定して住民に説明、訓練などを

する必要があると思いますが、鳴沢村の取り組みを教えてくだ

さい。 

  企業でも、中小企業やなんかはまだまだ全然対応ができていま

せんけれども、そういうことがやっぱり求められて、いかに早

く対策できるか。今、一生懸命取り組んでおられることはわか

ります。苦労されておられますけれども、その辺の内容を教え

てください。 
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  以上です。 

議長（三浦利雄君） 総務課長。 

総務課長（渡辺千秋君） 渡邊明雄議員の質問についてお答えしま

す。 

  大災害対応事業継続計画は、企業が自然災害、大火災、テロ攻

撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を

小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧

を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における

事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと

であります。 

  現在、鳴沢村では、大規模災害時事業継続計画は策定されてお

りません。事業継続計画策定につきましては義務化されており

ませんが、東日本大震災以降、復旧・復興のために事業継続計

画を策定する自治体や企業が増加しております。また、現時点

では山梨県でも策定されておりませんが、鳴沢村は東海地震や

富士山噴火と広域にわたる災害が想定されるため、県や周辺市

町村の動向を見ながら検討していきたいと考えております。 

  なお、地域防災計画は、大規模災害時における事業継続計画の

上位計画となり、平成２４年度に計画の改定を行う予定でいま

す。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

議長（三浦利雄君） ７番 渡邊明雄君。 

７番（渡邊明雄君） ありがとうございました。よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

議長（三浦利雄君） これにて渡邊明雄君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 



－７８－ 

◎日程第１６ 委員会の閉会中の継続調査の件 

議長（三浦利雄君） 日程第１６、委員会の閉会中の継続調査の件

を議題といたします。 

  議会運営委員長、建設産業経済常任委員長、広報常任委員長、

鳴沢村地下水資源保護調査特別委員長から、会議規則第７１条

第１項の規定により、閉会中の継続調査申出書が提出されてお

ります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長

からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦利雄君） 以上をもって、本定例会に付議された案件の

審議はすべて終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を議長に委任されたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦利雄君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会に

付議された事件について、その整理を議長に委任することに決

定しました。 

  これにて、平成２４年第１回鳴沢村議会定例会を閉会いたしま

す。 

  ご苦労さまでした。 
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閉会 午後４時４５分 
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